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(57)【要約】
ビデオゲームプレーヤーの身体活動を促進するためのシ
ステム。ビデオゲームプレーヤーが、身体活動モニタ、
即ち「ゲームポッド」がその上に装着された片方の履物
を着用して、他の型の身体活動を練習するかまたは行な
う。ゲームポッドは、プレーヤーの身体活動量を測定し
、メモリにその量を記録する。プレーヤーが、本発明に
よるビデオゲームを行うことを望むときは、プレーヤー
は少なくともメモリを片方の履物から外し、次いでコン
ピュータインターフェースを介して、ビデオゲームを管
理するコンピュータにメモリを連結する。コンピュータ
は次に、記録された身体活動量を獲得し、記録された身
体活動量に関連したコンピュータ機能を提供する。コン
ピュータ機能には、ビデオゲームの開始それ自体、ビデ
オゲーム内の特定のゲーム環境のインスタンス化、ビデ
オゲーム内のプレーヤーのアバターのための1つまたは
複数の特定の特徴のインスタンス化、ユーザのアバター
用の延長されたプレイ時間、ビデオゲームに関連したデ
ータへのプレーヤーのアクセスの許可、または2つもし
くはそれ以上のこれらの機能の組合せが含まれてよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの身体活動を測定するための身体活動検出器；
　身体活動検出器によって測定された身体活動量を記録するためのメモリ；
　記録された身体活動量をコンピュータに転送するためのコンピュータインターフェース
；および
　片方の履物へ少なくとも身体活動検出器を装着するための取付台
を含む身体活動モニタ。
【請求項２】
　記録された身体活動量の指標を表示するためのディスプレイをさらに含む、請求項1記
載の身体活動モニタ。
【請求項３】
　身体活動モニタを収容する第1のカプセル、および
　第1のカプセルに離脱可能に取付けられている、メモリおよびコンピュータインターフ
ェースを収容する第2のカプセル
をさらに含む、請求項1記載の身体活動モニタ。
【請求項４】
　第2のカプセルが片方の履物に組み込まれている、請求項3記載の身体活動モニタ。
【請求項５】
　身体活動検出器が、加速度計、圧力検出器、および運動検出器からなる群より選択され
る、請求項1記載の身体活動モニタ。
【請求項６】
　身体活動検出器が、ユーザが歩いた歩数、ユーザが移動した距離からなる群より選択さ
れるユーザの身体活動の量を測定する、請求項5記載の身体活動モニタ。
【請求項７】
　コンピュータインターフェースが、ユニバーサルシリアルバスインターフェース、無線
周波数インターフェース、赤外線周波数インターフェース、超音波周波数インターフェー
ス、光周波数インターフェース、PS/2バスインターフェース、PC/ATバスインターフェー
ス、パラレルバスインターフェース、およびRS-232インターフェースからなる群より選択
される、請求項1記載の身体活動モニタ。
【請求項８】
　コンピュータインターフェースが、メモリ上に提供される電気的接点により形成される
、請求項1記載の身体活動モニタ。
【請求項９】
　メモリおよびインターフェースが身体活動モニタから分離可能である、請求項8記載の
身体活動モニタ。
【請求項１０】
　片方の履物に請求項1記載の身体活動モニタを装着する工程；
　該片方の履物を着用して身体活動を行なう工程；
　コンピュータがメモリによって記録された身体活動量を獲得するように、コンピュータ
にコンピュータインターフェースを連結する工程；および
　メモリから得られた記録された身体活動量に基づいてコンピュータによって提供される
機能を使用する工程
を含む、コンピュータを使用する方法。
【請求項１１】
　メモリおよびコンピュータインターフェースを収容する第1のカプセルを、身体活動モ
ニタを収容する第2のカプセルから分離する工程、および
　コンピュータインターフェースをコンピュータ内で提供される対応する機器インターフ
ェースに接続する工程
により、ユーザインターフェースをコンピュータに接続する工程をさらに含む、請求項10
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記載のコンピュータを使用する方法。
【請求項１２】
　コンピュータインターフェースを対応する機器インターフェースに接続する工程が、コ
ンピュータインターフェースと対応する機器インターフェースとの間の物理的接続を形成
する工程を含む、請求項11記載のコンピュータを使用する方法。
【請求項１３】
　コンピュータインターフェースを対応する機器インターフェースに接続する工程が、コ
ンピュータインターフェースと対応する機器インターフェースの間の無線通信チャネルを
構築する工程を含む、請求項11記載のコンピュータを使用する方法。
【請求項１４】
　記録された身体活動量をメモリからコンピュータへ転送するための転送スイッチを活性
化する工程をさらに含む、請求項10記載のコンピュータを使用する方法。
【請求項１５】
　機能がコンピュータゲームに関する、請求項10記載のコンピュータを使用する方法。
【請求項１６】
　片方の履物に装着された身体活動検出器を用いて、身体活動量を測定する工程；
　測定された身体活動量をメモリに記憶する工程；および
　記憶された身体活動量をコンピュータに転送する工程
を含む、コンピュータ機能を制御する方法。
【請求項１７】
　記憶された身体活動量を表示するようにディスプレイを制御する工程をさらに含む、請
求項16記載のコンピュータ機能を制御する方法。
【請求項１８】
　記憶された身体活動量を無線で送信することにより記憶された身体活動量をコンピュー
タに転送する工程をさらに含む、請求項16記載のコンピュータ機能を制御する方法。
【請求項１９】
　記録された身体活動量をメモリから獲得する工程；
　獲得した記録された身体活動量に対応するコンピュータ機能を同定する工程；および
　同定されたコンピュータ機能を遂行する工程
を含む、コンピュータ機能を提供する方法。
【請求項２０】
　第1の記録された身体活動量に対応する第1のコンピュータ機能および第2の記録された
身体活動量に対応する第2のコンピュータ機能の中からコンピュータ機能を選択する工程
を含む、コンピュータ機能を同定する工程をさらに含む、請求項19記載のコンピュータ機
能を提供する方法。
【請求項２１】
　コンピュータ機能がビデオゲームの開始である、請求項19記載のコンピュータ機能を提
供する方法。
【請求項２２】
　コンピュータ機能が、ビデオゲーム内の特定のゲーム環境のインスタンス化である、請
求項19記載のコンピュータ機能を提供する方法。
【請求項２３】
　コンピュータ機能が、ビデオゲーム内のユーザのアバターのための1つまたは複数の特
定の特徴のインスタンス化である、請求項19記載のコンピュータ機能を提供する方法。
【請求項２４】
　コンピュータ機能が、ユーザがビデオゲームに関連した特定のデータへアクセスするこ
とを可能にすることである、請求項19記載のコンピュータ機能を提供する方法。
【請求項２５】
　ビデオゲームの操作を実行するゲームモジュール；
　プレーヤーのゲームポッドのメモリに記録された身体活動量に基づいて、1つまたは複
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数の追加機能をビデオゲームに提供する、補足機能モジュール；および
　ゲームポッドメモリに記憶された身体活動量に対応するビデオゲームの1つまたは複数
の追加機能を選択する、機能決定モジュール
を含むビデオゲーム装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、片方の履物の上に置かれ、計算装置と接続される身体活動モニタに関する。
本発明はまた、身体活動装置によって記録された身体活動量に基づいて、機能をユーザに
提供する計算装置にも関する。本発明の種々の局面は、ユーザの身体活動を記録するため
に片方の履物に装着された身体活動モニタを採用するシステム、および記録された身体活
動量に基づいて、ゲーム環境においてユーザに報酬を与えるコンピュータゲーム、に特に
適用可能である。
【０００２】
　本出願は、2004年4月19日出願の米国特許出願第10/827,989号、名称「Sigils For Use 
With Apparel」、発明者Albert Shumら、について優先権を主張し、その出願は、参照に
よりその全体が本明細書に組み入れられる。本出願はまた、2003年5月6日出願の米国特許
出願第10/431,331号、名称「Interactive Use And Athletic Performance Monitoring An
d Reward Method, System And Computer Program Product」、発明者Albert Shumら、に
ついて優先権を主張する。その出願はさらに1999年12月3日出願の米国特許出願第09/453,
645号、名称「Interactive Use And Athletic Performance Monitoring And Reward Meth
od, System And Computer Program Product」、発明者Albert Shumら、の継続出願であっ
て、米国特許第6,585,622号として2003年7月1日に発行された。この出願もまた参照によ
りその全体が本明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　通常「ビデオ」ゲームと呼ばれる、グラフィックスに基づくコンピュータゲームは、最
近30年間に著しく発展した。初期のビデオゲームは、基礎的な単色の画像のみを提供し、
単純な遊びの戦略のみを必要とした。しかし、従来のビデオゲームは、すばらしい三次元
のカラー画像を採用し、また多くが、洗練された遊びの戦略を有する精巧な筋書きを提供
する。その結果、ビデオゲームの人気が、過去数年に劇的に増大した。ある年齢集団は平
均して、テレビを見たり、他の形の娯楽に参加したりするよりも、さらにより頻繁にビデ
オゲームを行う。
【０００４】
　しかし、従来のビデオゲームについて繰り返される1つの批判は、それらの精巧さが常
習的プレーヤーを座ったままのライフスタイルへ誘惑することである。この批判は、特に
運動や他の身体活動が将来の健康にとって重要である幼児について当惑させる問題である
。いくつかのビデオゲームメーカーが、対話型ゲームを提供することでこの問題を解決す
ることを試みた。これらのゲームでは、プレーヤーがゲーム操作を制御するためには、い
くらかの身体活動が必要である。しかし、これらの対話型ビデオゲームによって可能とな
る身体活動の量は限られている。例えば、これらの対話型ビデオゲームは、通常プレーヤ
ーに圧力感受性パッドの上にまたはカメラの前に留まることを強制する。従って、身体活
動を妨げるのではなく、プレーヤーにかなり大きい身体活動を奨励するビデオゲームを開
発することが有益であると考えられる。
【発明の開示】
【０００５】
発明の概要
　有利なことに、本発明の様々な実施例は、ビデオゲームプレーヤーに対して身体活動を
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奨励する。本発明のいくつかの実施例によれば、ビデオゲームプレーヤーは身体活動モニ
タ即ち「ゲームポッド」が装着された履物を着用して、運動または他のある型の身体活動
を行なう。ゲームポッドは、プレーヤーの身体活動量を測定し、メモリにその量を記録す
る。プレーヤーが本発明によるビデオゲームを行うことを望む場合は、プレーヤーは片方
の履物から少なくともメモリを離脱させ、次に、コンピュータインターフェースを通して
、ビデオゲームを管理するコンピュータにメモリを連結する。次に、コンピュータは記録
された身体活動量を得て、記録された身体活動量に関連したコンピュータ機能を提供する
。コンピュータ機能は、例えば、ビデオゲーム自体の開始、ビデオゲーム内の特定のゲー
ム環境のインスタンス化、ビデオゲーム内のプレーヤーのアバター用の1つまたは複数の
特定の特徴のインスタンス化、ユーザのアバター用の延長されたプレイ時間、プレーヤー
がビデオゲームに関係した情報へアクセスすることの許可、あるいはこれらの2つまたは
それ以上の機能の組合せであってよい。
【０００６】
　本発明の様々な実施例によるゲームポッドは、ユーザの身体活動量を測定する身体活動
検出器、および身体活動検出器によって測定された身体活動量を記憶するメモリを含んで
いてもよい。ゲームポッドはまた、メモリを本発明の様々な実施例によるビデオゲームを
管理するコンピュータと接続できるようにするコンピュータインターフェースを含んでも
よい。本発明のいくつかの実施において、ゲームポッドはさらにディスプレイを有しても
よい。そのディスプレイは、例えば、メモリに記録された身体活動量を表示してもよい。
ゲームポッドのいくつかの実施は、メモリからコンピュータへ、記録された身体活動量の
転送を開始する転送スイッチを、代わりにあるいは追加して有してもよい。さらにまた、
本発明のいくつかの態様では、ゲームポッドの1つまたは複数の構成部分が、片方の履物
によって完全に構成されるかまたは片方の履物内に組み入れられてもよい。または、本発
明の他の態様には、ゲームポッドを脱着可能なように片方の履物に装着するための取付台
が含まれていてもよい。
【０００７】
　本発明の様々な実施例によるビデオゲームは、ビデオゲームの操作を行うためのゲーム
モジュールを含むことになる。それはまた、プレーヤーのゲームポッドのメモリに記録さ
れた身体活動量に基づいて、ビデオゲームに1つまたは複数の追加機能を提供する補足機
能モジュールを含んでいてもよい。さらに、ビデオゲームは、ビデオゲームが追加機能の
いずれを提供するかを決める機能決定モジュールを含んでもよい。機能決定モジュールは
、ゲームポッドのメモリに記憶された身体活動量に対応する1つまたは複数の機能を選択
することになる。
【０００８】
発明の詳細な説明
コンピュータ実施例
　以下により詳細に議論するように、本発明の様々な態様は、履物に装着されたゲームポ
ッドによって記録された身体活動量に対応する補足機能を提供するビデオゲームを使用す
る。本発明のいくつかの実施においては、電子的ハードウェアを用いて、ビデオゲームの
1つまたは複数の局面を実行することができる。しかしより典型的には、プログラム可能
な計算装置またはコンピュータ上でソフトウェア命令を実行することにより、本発明の態
様によるビデオゲームの様々な特色を実現することになろう。図1は、本発明によるビデ
オゲームを実行するために用いることができるコンピュータ101の一例を示す。
【０００９】
　図1に示すコンピュータシステム101は、演算処理装置103、システムメモリ105、および
システムメモリ105を含む様々なシステム構成部品を演算処理装置103へ接続するシステム
バス107を含む。システムメモリ105は、読み取り専用メモリ(ROM) 109、およびランダム
アクセスメモリ(RAM) 111を含んでもよい。
【００１０】
　コンピュータ101はまた、1つまたは複数の記憶装置113、入力装置115、および出力装置
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117を含んでもよい。したがって、図1に示すように、コンピュータ101は磁気ハードディ
スクドライブ113A、光ディスクドライブ113B、または両方を含んでもよい。次に、コンピ
ュータ101によって使用される入力装置115は、コンピュータ101の用途に依存して変化し
てもよい。例えば、コンピュータ101が主にビデオゲームソフトウェアを管理し実行する
ように意図されている場合には、コンピュータ101は、ゲームを行うのに適したジョイス
ティックコンソール115A、または類似のヒューマンインターフェース制御器を有してもよ
い。しかし、コンピュータ101が汎用パーソナルコンピュータ(例えば従来のデスクトップ
またはラップトップコンピュータ)として作動するように意図されている場合には、それ
は代わりにあるいは追加してキーボード115Bを有してもよい。
【００１１】
　同様に、コンピュータ101によって使用される出力デバイス117もまた、コンピュータ10
1の用途に依存して変化してよい。通常は、コンピュータ101のほとんどの変化型は、ディ
スプレイモニタ117Aを持つことになろう。コンピュータ101が主にビデオゲームソフトウ
ェアを管理し実行するように意図されている場合には、スピーカーを有してもよい。コン
ピュータ101を汎用パーソナルコンピュータとして作動するように構成する場合には、そ
れは代わりにあるいは追加してプリンターを有してもよい。さらに別の記憶装置113、入
力装置115、および出力装置117は、「パンチ」型メモリ(メモリ媒体に物理的刻印を付す)
、ホログラフィックメモリ装置、圧力検出器、カメラ、スキャナ、マイクロホン、および
振動または他の動力フィードバック装置を含んでもよい。
【００１２】
　図1に示すように、コンピュータ101はさらに機器インターフェース119を有する。この
機器インターフェース119は、別の機器からデータを得るために用いられる任意の型のイ
ンターフェースでよい。例えば、機器インターフェース119は、ユニバーサルシリアルバ
ス(USB)インターフェース、Firewire/IEEE 1394インターフェース、PS/2インターフェー
ス、PC/ATインターフェース、RS-232インターフェース、シリアルポートインターフェー
ス、またはEthernetポートもしくは他の電話型インターフェースなどの、従来のコネクタ
／ポート型のインターフェースでよい。当業者が理解するように、いくつかのコネクタ／
ポート型インターフェースは様々な異なる構成を有してもよい。例えば、USBインターフ
ェースは、USB 1.1インターフェースまたはUSB 2.0インターフェースでよい。それはまた
、標準USBインターフェース、ミニUSBインターフェース、またはマイクロUSBインターフ
ェースでよい。従って、機器インターフェース119は、任意の望みの構成の任意の型のコ
ネクタ／ポート型インターフェースでよい。
【００１３】
　機器インターフェース119はまた、接触型インターフェースでもよい。例えば、機器イ
ンターフェース119を、フラッシュメモリ装置上に備える電気的接点との電気的接続を確
立するための、接点によって作成してもよい。したがって、機器インターフェース119は
、Sony MEMORY STICK (登録商標)メモリカード、Compact Flash (CF)メモリカード、Mult
i Media Card (MMC)メモリカード、Secure Digital (SD)メモリカード、Smart Memory (S
M)メモリカード、xDメモリカード、Personal Computer Memory Card International Asso
ciation (PCMCIA)ポートインターフェース、または類似の装置上に備える接点に対応する
接点を有してよい。
【００１４】
　さらにまた、機器インターフェース119は、装置と無線通信を行うための無線トランシ
ーバーを含んでもよい。例えば、機器インターフェース119は、WiFiまたはBluetooth無線
トランシーバーなどの無線周波数トランシーバーを実装していてもよい。または、機器イ
ンターフェース119は、赤外線周波数トランシーバー、光周波数トランシーバー、あるい
は超音波周波数トランシーバーを実装していてもよい。
【００１５】
　コンピュータ101が他の計算装置にアクセスすることを意図する場合には、コンピュー
タは、1つまたは複数の他のコンピュータなどの遠隔装置への論理的接続を用いて、ネッ



(7) JP 2008-531076 A 2008.8.14

10

20

30

40

50

トワーク化された環境で作動することが可能であってもよい。コンピュータ101は、ロー
カルエリアネットワーク(LAN)またはインターネットを含む広域ネットワーク(WAN)によっ
て１つまたは複数の遠隔装置に接続可能であってもよい。ネットワーク化環境で用いると
きには、コンピュータシステム101を、無線または有線のネットワークインターフェース
カード(NIC)または類似の装置などのネットワークインターフェースによってネットワー
クに接続できる。ネットワークインターフェースは、当技術分野において周知のように、
内部インターフェースであっても、または外部ネットワークインターフェースであっても
よい。もちろん、他のコンピュータとの通信リンクを確立する他の手段を用いてもよいこ
とが理解される。
【００１６】
ゲームポッド
　図2は、本発明の様々な態様による身体活動モニタ、即ち「ゲームポッド」の一例を模
式的に図示する。この図に見られるように、ゲームポッド201は、身体活動検出器203、メ
モリ205、およびコンピュータインターフェース207を含む。本発明の様々な態様で、ゲー
ムポッド201はさらに任意でディスプレイ209を含んでもよい。上に指摘したように、身体
活動検出器は、ユーザが行なった身体活動量を測定する。次に、この測定された身体活動
量が、メモリ205に記録される。ユーザがコンピュータからある利益またはサービスを得
たい場合には、ユーザはメモリ205をコンピュータにコンピュータインターフェース207の
1つを介して接続する。このようにして、コンピュータは、メモリ205に記録された身体活
動量を決定することができる。
【００１７】
　身体活動検出器は、ユーザが行なった身体活動量を測定するために使用される任意の型
の従来の検出器でよい。例えば、身体活動検出器203は、ユーザの足の加速度を測定する
ように構成された加速度計でよい。本発明の他の態様では、身体活動検出器は、歩数計、
あるいはユーザと共に移動して、ユーザの動作に対応して周期的に電子回路を形成し破壊
する接点スイッチなどの他の型の単純な動作検出装置であってよい。さらに詳細に以下で
議論するように、本発明のさらに別の態様は、圧力スイッチを利用して、例えば、ユーザ
が取る各歩幅を正確に記録する。
【００１８】
　本発明のいくつかの態様では、NAVSTARまたはGlosnass地球測位衛星(GPS)無線航行シス
テムなどの無線周波数位置三角測量システムおよびLong Range Navigation (LORAN)無線
航行システム、または衛星測位システムを用いて、身体活動検出器203を実現してもよい
。当技術分野において公知のように、これらの測位システムを用いて、ユーザの位置の変
化を周期的に測定し、ユーザが移動した距離を測定することができる。ユーザが移動した
距離を測定する検出器に加えて、本発明のいくつかの態様による様々な身体活動検出器20
3は、ユーザによって行なわれた身体活動量に関する他の局面を測定することもできる。
例えば、身体活動検出器203は、心拍数モニタまたは血液酸素含有量モニタであってもよ
い。もちろん、本発明の別の態様で、さらに他の周知の身体活動モニタを利用してもよい
ことを、当業者は理解する。
【００１９】
　以前に指摘したように、身体活動検出器203によって測定された身体活動量をメモリ205
に記憶する。本発明の様々な態様では、メモリ205は半導体装置により実現される再書込
み可能メモリ(即ち、RAM)でよい。一般に使用されるこの型の従来型メモリを、しばしば
不揮発性メモリと呼ぶ。もちろん、本発明の他の態様で、他の型のメモリを代わりに使用
してもよい。例えば、本発明のいくつかの態様では、パンチメモリ、またはさらに光学メ
モリもしくは磁気ディスクドライブ型メモリを使用してもよい。本発明のいくつかの態様
によれば、より詳細に以下で議論するように、メモリ205は、身体活動検出器203によって
測定された身体活動量を、メモリ205がリセットされるまで連続的に記録することになる
であろう。このようにして、メモリ205は、リセット動作とリセット動作の間に、身体活
動検出器203によって測定された累積的全身体活動量を記録することができる。
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【００２０】
　同様に、コンピュータインターフェース207を、従来のコンピュータシステムで一般に
使用される任意の型の従来のインターフェースを用いて実現してもよい。したがって、コ
ンピュータインターフェース207は、コンピュータにデータを供給するために用いられる
任意の型のインターフェースでよい。例えば、コンピュータインターフェース207は、ユ
ニバーサルシリアルバス(USB)インターフェース、Firewire/IEEE 1394インターフェース
、PS/2インターフェース、PC/ATインターフェース、RS-232インターフェース、シリアル
ポートインターフェース、またはEthernetポートもしくは他の電話型インターフェースな
どの、従来のコネクタ／ポート型インターフェースでよい。当業者に理解されるように、
いくつかのコネクタ／ポート型インターフェースは、様々な異なる構成を有してもよい。
例えば、USBインターフェースは、USB 1.1インターフェースまたはUSB 2.0インターフェ
ースでよい。それはまた、標準USBインターフェース、ミニUSBインターフェース、または
マイクロUSBインターフェースでもよい。したがって、コンピュータインターフェース207
は、任意の望みの構成の任意の型のコネクタ／ポート型インターフェースでよい。
【００２１】
　コンピュータインターフェース207はまた、接触型インターフェースでもよい。例えば
、コンピュータインターフェース207を、フラッシュメモリ装置上に備えられる接点によ
って作成してもよい。したがって、コンピュータインターフェース207は、Sony MEMORY S
TICK (登録商標)メモリカード、Compact Flash (CF)メモリカード、MultiMedia Card (MM
C)メモリカード、Secure Digital (SD)メモリカード、Smart Memory (SM)メモリカード、
xDメモリカード、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)
ポートインターフェース、または類似の装置上に備えられた接点により実現されてもよく
、一方メモリ205は、これらのカードの任意の1つに連結されるフラッシュメモリにより実
現されてもよい。この配置によって、メモリ205およびコンピュータインターフェース207
を、ゲームポッド201の残りの部分から便利に、単一ユニットとして取り外すことが可能
になる。
【００２２】
　さらにまた、コンピュータインターフェース207は、装置と無線通信を行うための無線
トランシーバーを含んでもよい。例えば、コンピュータインターフェース207は、WiFiま
たはBluetooth無線トランシーバーなどの無線周波数トランシーバーを実装してもよい。
または、コンピュータインターフェース207は、赤外線周波数トランシーバー、光周波数
トランシーバー、もしくは超音波周波数トランシーバーを実装していてもよい。
【００２３】
　上記に指摘したように、ゲームポッド201の様々な態様は、場合によりディスプレイ209
を含んでもよい。ディスプレイ209は、任意の型の従来のディスプレイでよい。例えば、
ディスプレイ209は、フルカラーで高解像度のプラズマまたは液晶ディスプレイスクリー
ン、低解像度の単色液晶ディスプレイスクリーン、あるいは中間の性能特性および特質を
有するスクリーンを使用してもよい。本発明のいくつかの態様では、ディスプレイ209を
、さらに発光ダイオードなどの一連の光源を用いて実現してもよい。
【００２４】
　ゲームポッド201のいくつかの態様では、ユーザに、メモリ205に記憶された測定した身
体活動量の表示を提供するようにディスプレイ209を構成することができる。しかし、提
供される表示の形式は、ディスプレイ209に依存して変化してもよい。例えば、高解像度
スクリーンを備えたディスプレイ209は、テキストまたは詳細なグラフィックスを用いて
、メモリ205に記憶された測定した身体活動を表示できる。低解像度スクリーンを有する
ディスプレイ209は、棒グラフまたは他の単純なグラフィックスを用いて、メモリ205に記
憶された測定した身体活動を表示してもよい。複数の光源を用いてディスプレイ209を実
現する場合には、ディスプレイ209は、測定した身体活動に対応して多くの光源を連続し
て活性化することにより、メモリ205に記憶された測定した身体活動を表示できる。さら
に、単にメモリ205に記憶された測定した身体活動を表示するだけはなく、ゲームポッド2
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01の様々な態様は、ビデオゲームや他のソフトウェアによって提供されるグラフィックス
、アニメーション、静止もしくはビデオ画像など、他のデータを与えるために、代わりに
または追加して、ディスプレイ209を用いてもよいことに注意するべきである
【００２５】
　さらに、図2は、単一のコンピュータインターフェース207のみを図示しているが、ゲー
ムポッド201の代替の態様は、2つまたはそれ以上の異なるコンピュータインターフェース
207を有してもよい。したがって、ゲームポッド201は、標準USBコネクタが実装された第1
のコンピュータインターフェース207、およびミニUSBコネクタが実装された別のコンピュ
ータインターフェース207を有してもよい。異なる型のコンピュータインターフェース207
を有することにより、ユーザが、便利に様々な機器インターフェース117を介してメモリ2
05をコンピュータ201に接続することが可能になるであろう。例えば、ユーザは、メモリ2
05を、機器インターフェース117として標準USBコネクタのみを有する1つのコンピュータ1
01に接続することができるが、しかしなおメモリ205を、機器インターフェース117として
ミニUSBコネクタのみを有する別のコンピュータ101に接続することもできる。
【００２６】
　デスクトップコンピュータやスタンドアロンのビデオゲーム機などの比較的大きな機器
インターフェース117を持つ大きなコンピュータ、およびスマート電話や携帯型ゲーム機
などの比較的小さな機器インターフェース117を持つ小型コンピュータの両方でゲームポ
ッド201を使用する場合は、複数のコンピュータインターフェース207が特に有用であろう
。複数のコンピュータインターフェース207に加えて、ゲームポッド201の様々な態様は、
コンピュータインターフェースアダプタに接続する単一のコンピュータインターフェース
207のみを有してもよい。その場合、コンピュータインターフェースアダプタが、1つまた
は複数の追加のコンピュータインターフェースを提供し、それによって、ゲームポッド20
1を様々な異なる機器インターフェース117へ接続することが可能になる。
【００２７】
　同様に、本発明の様々な態様によるゲームポッド201は、2つ以上の身体活動検出器203
を含んでもよい。これらの態様のいくつかで、1つまたは複数の補足的身体活動検出器203
を用いて、主要な身体活動検出器203の精度を改善するか確認することができる。例えば
、ゲームポッド203は、加速度計と圧力検出部の両方を使用してもよい。圧力検出部によ
って生成されたデータを、次に加速度計によって生成されたデータの正確さを改善するか
確認するために用いることができる。
【００２８】
　しかし、他の態様では、2つまたはそれ以上の身体活動検出器203によって測定されたデ
ータを別々に記録することができる。その場合、別々に記録したデータを、例えば、ビデ
オゲーム中の異なる機能を活性化するために使用してもよい。または、種々の型の記録し
た身体活動データに対する特定の値の組合せを、ビデオゲームの特定機能を活性化するた
めに用いることができる。例えば、あるビデオゲームでは、ゲームの特定機能にアクセス
するために、プレーヤーのゲームポッドが、所定時間の間、規定値より上の心拍数および
別の規定値より多い全移動距離の両方を記録することを必要としてもよい。
【００２９】
ゲームポッドの構成
　図3Aおよび3Bは、本発明の様々な態様によるゲームポッド201用の容器またはカプセル3
01の一例を示す。これらの図に見られるように、カプセル301は単一の本体303を含む。本
体303は任意の望ましい形状または構成でよい。図3Aおよび3Bに示すように、例えば本体3
03は比較的厚さが平らな楕円形でよい。カプセル301は、さらに片方の履物にカプセル301
を装着することを可能にする履物取付台を提供してもよい。図示した態様では、クリップ
305が履物取付台となる。クリップ305、および本体303の平らで楕円形の形が、カプセル3
01を便利に脱着可能に、例えば靴の紐へクリップ留めすることを可能にする。この構成に
より、身体活動モニタがユーザの足の運動を最も正確に測定することができる所にゲーム
ポッド201を置くことが、好都合に可能になる。
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【００３０】
　有利なことに、ゲームポッド201をユーザの片方の履物へ脱着可能に装着することによ
り、ランニング、ウォーキング、ハイキング、サイクリング、スケートボードなどを含む
、ほとんどすべての運動活動全体にわたってゲームポッド201を邪魔にならないで携帯し
て使用することが可能になる。さらに、ゲームポッド201を片方の履物へ装着することに
より、ユーザはポケット、スナップ、肩章その他が有る他の衣服を着用する必要がなくな
り、ユーザは自由に、身体活動の間ユーザが望むだけ軽い衣服を着用することができる。
【００３１】
　本発明の様々な態様において、カプセル301が複数の異なる部分を有してもよいのは当
然である。したがって、図4に示すように、カプセル301の本体303は、主要本体部分401、
第1の端部キャップ403、および第2の端部キャップ405を有してもよい。この図に示すよう
に、カプセル301の主要本体部分401は、身体活動検出器203、メモリ205、および2つのコ
ンピュータインターフェース207を収容している。図示した例では、コンピュータインタ
ーフェース207の1つはミニUSBプラグであり、もう1つのインターフェース207は標準USBプ
ラグである。この構成により、USBソケットまたはミニUSBソケットのいずれかが利用可能
な場合には、コンピュータにゲームポッド201を接続することが都合よく可能になる。さ
らに、図4に示すように、ゲームポッド201がディスプレイ209を含む場合には、それをカ
プセル301の主要部分401に収容してもよい。
【００３２】
　次にカプセル301の第1の端部キャップ403は、埃、破片、および他の有害な要素から第1
のインターフェース207を保護するために、第1のコンピュータインターフェース207上に
嵌められている。同様に、カプセル301の第2の端部405は、埃、破片、および他の損傷か
ら第2のコンピュータインターフェース207を保護するために、第2のコンピュータインタ
ーフェース207上に嵌められている。この種のカプセル401には、さらに他の変化型がある
ことが理解されるであろう。例えば、ゲームポッド201が単一のコンピュータインターフ
ェース207のみを含む場合には、ゲームポッド201の他の実装においては、単一のコンピュ
ータインターフェース207を覆うためのただ1つの端部を有するカプセル401を使用しても
よい。一方、コンピュータインターフェース207がゲームポッド201の他の構成部分と統合
された無線トランシーバーである場合には、カプセル401は単一の統合体であってよい。
【００３３】
　図5Aおよび5Bは、本発明の様々な態様によるゲームポッド201のさらに別の態様を図示
する。これらの図に見られるように、ゲームポッド201は靴501と一体として形成されるか
、そうでなければ靴に組み込まれる。より詳細には、ゲームポッド201は、カプセル503に
収容される。カプセル503は第1の部分505および第2の部分507を有する。第1の部分505は
、図5Aおよび5Bに示すように、靴501へ組み込まれている。その場合、カプセルの第2の部
分は、図5Bに示すように、カプセルの第1の部分から切り離すことができる。
【００３４】
　この型の実施では、身体活動検出器203がカプセル507の第1の部分の内部に収容されて
もよい。これは、身体活動検出器203が靴から不注意に外れるのをうまく防止する。この
型の構成のさらに別の実施では、身体活動モニタを靴自体に組み込んでもよい。例えば、
身体活動検出器203が圧力スイッチである場合は、モニタが靴501の底にあってもよい。カ
プセル507の第1の部分は、その場合、身体活動検出器203に接続される機器インターフェ
ースを含むことになろう。
【００３５】
　例えば、第1の部分507は、ゲームポッド201が使用するコンピュータインターフェース2
07へ接続する物理的機器インターフェースを含んでもよい。または、第1の部分507は、ゲ
ームポッド201が使用する対応するコンピュータインターフェース207と通信するために、
無線周波数トランシーバーなどの無線装置インターフェースを含んでもよい。さらにまた
、カプセル503の第1の部分507には、ゲームポッド201中の特定の目的に対応するインター
フェースと通信する、物理的または無線インターフェースがあってもよい。
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【００３６】
　次に、カプセル503の第2の部分507は、メモリ205およびコンピュータインターフェース
即ちインターフェース207を含む。図示した態様では、第2の部分507はまたディスプレイ2
09を含む。しかしディスプレイ209を、代わりに靴501に組み込まれたカプセル503の第1の
部分505に装備してもよいことに注意するべきである。
【００３７】
　本発明のさらに別の態様では、身体活動検出器203、メモリ205、およびコンピュータイ
ンターフェースもしくはインターフェース207がすべてカプセル505の取外し可能な部分50
7に収容されてもよい。これらの態様では、取外し可能部分507中に、カプセル503の第1部
分505が第2部分507に連結されている場合にゲームポッド201が作動することを可能にする
が、カプセル503の第1部分505が第2部分507から分離されている場合にはゲームポッド201
が適切に作動するのを防止する、活性化機構が含まれてもよい。例えば、活性化機構は、
身体活動検出器203および／またはメモリ205が作動するのを可能にするための、カプセル
207の第2部分中の構造と相互作用する物理的なピンであってもよい。または、活性化機構
は、身体活動検出器203および／またはメモリ205が作動するのを可能にする電子信号を提
供するマイクロチップまたは類似の装置であってよい。
【００３８】
ゲームポッド／コンピュータシステム
　図6に、本発明の様々な態様によるゲームポッド201と共に使用される本発明の様々な態
様によるコンピュータ101の一例を図示する。ゲームポッドおよびコンピュータの操作を
、図7に示すフローチャートに関連させて記述する。最初に、工程701では、ユーザがゲー
ムポッド201を片方の履物に装着し、必要な場合はゲームポッド201を活性化する。次に、
工程703では、ユーザがある型の身体活動を行ない、それをゲームポッド201の身体活動モ
ニタ203が測定する。次に、工程705では、ユーザは、自分がゲームポッドによって測定さ
れた身体活動量に関連した補足機能を使用するのに十分な身体活動を行なったと判定する
。本発明の様々な態様では、ゲームポッドによって測定された身体活動量をディスプレイ
に示してもよい。このようにして、ユーザは、ビデオゲームの補足機能を使うために十分
な身体活動の測定量をユーザが蓄積したかどうか判断するために、ディスプレイに示され
た情報を参照することができる。
【００３９】
　工程707では、コンピュータ101が、ソフトウェアコードを実行して、図6に示されるビ
デオゲーム操作モジュール601をインスタンス化する。同様に、工程709では、コンピュー
タ101が、身体活動決定モジュール603をインスタンス化する。工程711では、ユーザが、
ゲームポッド201のコンピュータインターフェース207をコンピュータ101の機器インター
フェース117に相互接続する。
【００４０】
　次に、工程713では、コンピュータ101が、ゲームポッド201のメモリ205に記憶された測
定活動量を獲得する。本発明のいくつかの態様では、コンピュータ201は、ゲームポッド2
01のメモリ205に記憶された測定活動量を、自動的に獲得してもよい。しかし、本発明の
さらに別の態様では、ユーザは、メモリ205に記憶された測定活動量をコンピュータ101へ
転送するために、ボタンまたは他のトリガーを活性化することを要求される。通常は、メ
モリ205に記憶された測定活動量がコンピュータ101に転送される場合には、メモリ205は
クリアされる。
【００４１】
　測定活動量を受け取ると、工程715において、身体活動決定モジュール603は、測定され
た量が補足機能を活性化するために十分であるかどうか決定する。活動量が補足機能を活
性化するのに十分な場合は、工程717で、身体活動決定モジュール603は、コンピュータに
補足機能モジュール605を開始するように命じる。次に工程719で、補足加機能モジュール
605は、ゲーム操作モジュール601に補足機能を提供する。
【００４２】
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　本発明のいくつかの態様では、ゲームは、異なるレベルの測定された運動実績に関連す
る異なる補足機能を持ってよい。従って、本発明のいくつかの態様では、モジュールは、
複数の異なる補足機能モジュールのうちの1つまたは複数をインスタンス化するようにコ
ンピュータに命じてもよい。または、単一の機能モジュールが、ビデオゲームオペレーシ
ョンモジュールに2つまたはそれ以上の補足機能を提供する役割を果たしてもよい。これ
らの実施において、モジュールまたは補足機能モジュールのいずれかが、補足機能モジュ
ールがどの補足機能を提供するかを、測定された身体活動量に基づいて決定してもよい。
【００４３】
　補足機能は、ビデオゲームに望まれる任意の機能であってよい。例えば、補足機能は、
ビデオゲーム内の特定のゲーム環境のインスタンス化を含んでもよい。こうして、所定量
の身体活動を行なったユーザが、そうでなければ利用できないゲーム環境にアクセスでき
てもよい。補足機能はまた、ビデオゲーム内のユーザのアバター用の1つまたは複数の特
定の特徴のインスタンス化を含んでもよい。例えば、ユーザのアバターは、ユーザが行な
う身体活動量に基づいて、仮想の強さ、耐久力、または速度特性を増大させてもよい。さ
らにまた、補足機能は、ビデオゲームに関連する特定のデータへのアクセスであってもよ
い。本発明のいくつかの態様では、補足機能が、さらにビデオゲーム自体の有効な操作さ
えも含んでよい。この構成では、ユーザが所定量の身体活動を行なうまでは、ユーザはビ
デオゲームを行うことができなくてもよい。親が、子供が所望の量の運動を行なうまでは
子供がビデオゲームを行うことを禁止したい場合には、この特性は特に有用であろう。
【００４４】
結論
　本発明を実施する、現在の好ましい形態を含む具体的な実施例に関して、本発明を記述
したが、当業者は、添付の特許請求の範囲に記述される本発明の精神内および範囲内の、
上記のシステムおよび技術の多数の変形および置換が存在することを、理解するであろう
。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の様々な態様によるビデオゲームを実行するために用いることができるコ
ンピュータの例を、模式的に示す。
【図２】本発明の様々な態様による身体活動モニタ、即ちゲームポッドの例を模式的に示
す。
【図３】本発明の様々な態様によるゲームポッド用の容器またはカプセルの例を示す。
【図４】本発明の様々な態様によるゲームポッド用の容器またはカプセルの例を示す。
【図５】本発明の様々な態様によるゲームポッド201の、さらに別の態様を示す。
【図６】本発明の様々な態様による、ゲームポッドと共に使用される本発明の様々な態様
によるコンピュータの一例を示す。
【図７】図6に示されるコンピュータ／ゲームポッドシステムを使用する方法を記述する
フローチャートを示す。
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